
○岡山市情報公開条例施行規則 

平成１２年５月２６日 

市規則第１４５号 

岡山市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則（昭和６３年市規則第６１号）

の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は，岡山市情報公開条例（平成１２年市条例第３３号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は，条例で使用する用語の例による。 

（公文書の開示の請求） 

第３条 条例第４条第１項に規定する開示請求書は，公文書開示請求書（様式第１号）と

する。 

２ 条例第４条第２項に規定する電子情報処理組織を使用して行う開示請求は，開示請求

者の使用する電子計算機から，実施機関の指定する公文書開示手続を行うための電子計

算機に備えられたファイルに，次に掲げる事項を入力することにより行うものとする。 

（１） 条例第４条第１項第１号から第３号までに掲げる事項 

（２） 開示請求をする者の電子メールアドレス及び電話番号 

（３） 決定通知等に設定するパスワード 

（公文書開示決定等の通知） 

第４条 条例第９条第１項及び第２項に規定する公文書の開示に係る決定の内容の通知は，

次に定めるところによるものとする。 

（１） 公文書の全部を開示する場合 

公文書開示決定通知書（様式第２号） 

（２） 公文書の一部を開示する場合 

公文書一部開示決定通知書（様式第２号の２） 

（３） 公文書の全部を開示しない場合 

公文書非開示決定通知書（様式第３号） 



２ 条例第１１条第２項の規定により決定の期間を延長した場合の決定の内容の通知は，

公文書開示決定期間延長通知書（様式第４号）によるものとする。 

３ 条例第１１条の２第１項の規定により決定の期間を特例延長した場合の決定の内容の

通知は，公文書開示決定期間特例延長通知書（様式第４号の２）によるものとする。 

４ 条例第９条第３項，第１１条第３項及び第１１条の２第２項の規定により行う通知は，

次に定める措置を講じた前３項に規定する通知書の電子ファイルを電子メールで送付す

ることにより行うものとする。 

（１） 前条第２項の規定により開示請求者が入力したパスワードを当該電子ファイル

を開くためのパスワードとして設定すること。 

（２） 当該電子ファイルが実施機関が作成したものであり，かつ，作成後変更されて

いないことを検証できる機能を設定すること。 

（開示時期の付記） 

第５条 実施機関は，公文書の開示をしないとの決定（公文書の一部を開示しないことと

する場合を含む。）をする場合において，当該公文書が非開示決定の日の翌日から起算

して１年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであ

るときは，その旨を前条第１項の通知書に付記しなければならない。 

（開示の実施方法等） 

第６条 条例第１３条第１項の規定による公文書の開示は，実施機関が指定する日時及び

場所において行うものとする。 

２ 公文書を閲覧又は視聴する者は，当該公文書又は開示の実施において使用する機器を

汚損し，又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。 

３ 実施機関は，前項の規定に違反するおそれのある者に対し，公文書の閲覧又は視聴を

禁止することができる。 

４ 請求に基づき，公文書の写しを交付する場合の交付部数は，当該請求１件につき１部

とする。 

５ 条例第１３条第１項に規定する規則で定める方法は，次の各号に掲げる区分に応じ，

当該各号に定める方法とする。ただし，実施機関が技術上の理由その他正当な理由によ

り開示の実施が困難と認める場合は，当該実施機関が指定する方法に限るものとする。 



（１） 用紙への出力に適さないと実施機関が認めるフィルム，テープ及び電磁的記録

（以下「電磁的記録等」という。） 次に掲げる方法 

ア 記録媒体に複写したものの交付 

イ 実施機関が現に有するディスプレイ等の機器であって，開示の実施に使用するこ

とができると実施機関が認めるものにより出力したものの視聴 

（２） 前号以外の電磁的記録等 次に掲げる方法 

ア 記録媒体に複写したものの交付 

イ 用紙に出力したものの閲覧又は交付 

６ 条例第１３条第３項の規定による電子情報処理組織を使用して行う公文書の開示は，

開示に係る公文書を電子ファイルに変換し，これを電子情報処理組織で一定期間公開す

る方法によって行うものとする。 

（要約等による公文書の開示） 

第７条 実施機関は，開示請求された公文書が条例第５条の規定に基づき開示できないも

のである場合において，当該公文書を容易に，かつ，開示請求の趣旨を損わない程度に

要約等をすることができるときは，当該要約等を行ったものを開示することができる。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与） 

第８条 条例第１２条第１項に規定する規則で定める事項は，当該公文書の作成年月日，

当該第三者に係る情報の内容その他必要事項とする。 

２ 条例第１２条第１項に規定する通知は，意見照会書（様式第５号）により行うものと

する。 

３ 条例第１２条第１項に規定する第三者からの意見書は，開示決定等に係る意見書（様

式第６号）により求めるものとし，その内容は次に掲げる事項とする。 

（１） プライバシー侵害の有無 

（２） 法人等情報にあっては，権利利益の侵害の有無 

（３） 国等に関する情報にあっては，国等の事業執行への影響及び市との協力関係へ

の影響の有無 

４ 前項の場合において，実施機関が必要があると認めるときは，当該第三者から資料の

提出を求めることができる。 



５ 条例第１２条第２項の規定による通知は，開示決定に係る通知書（様式第７号）によ

るものとする。 

（費用負担） 

第９条 条例第１５条第２項の規定による規則で定める公文書の写しの作成その他開示の

実施に要する費用は，別表第１及び別表第２に定めるとおりとする。 

２ 前項に規定する費用は，前納とする。ただし，実施機関がやむを得ない理由があると

認めるときは，この限りでない。 

（審査会による答申） 

第１０条 審査会は，条例第１６条の規定による諮問を受けたときは，速やかに審査し，

実施機関に対しその結果を答申しなければならない。 

２ 実施機関は，審査会から前項の答申を受けたときは，その答申を尊重し，審査請求に

ついて裁決し，当該審査請求人に通知するものとする。 

（答申内容の公表） 

第１１条 条例第２８条に規定する答申内容の公表は，情報公開室での閲覧によるものと

する。 

（出資法人の情報公開） 

第１２条 条例第３２条第１項に規定する規則で定める出資法人は，次に掲げるものとす

る。 

（１） 岡山市土地開発公社 

（２） 公益財団法人岡山市ふれあい公社 

（３） 公益財団法人岡山市シルバー人材センター 

（４） 一般財団法人岡山市勤労者サポートプラザ 

（５） 一般財団法人岡山市水産協会 

（６） 公益財団法人岡山文化芸術創造 

（７） 公益財団法人岡山市公園協会 

（８） 株式会社岡山コンベンションセンター 

（９） 岡山都市開発株式会社 

（公文書目録等の作成） 



第１３条 実施機関は，公文書目録，公文書の検索に必要な資料に関する目録を作成し，

一般の利用に供するものとする。 

（運用状況の公表） 

第１４条 条例第３６条第２項の規定によるこの条例の運用状況の公表は，次に掲げる事

項を告示することにより行うものとする。 

（１） 公文書開示請求件数及びその処理状況 

（２） 審査請求件数及びその処理状況 

（委任） 

第１５条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，議会にあっては議会が，その他

の実施機関にあっては市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成１２年６月１日から施行する。 

（岡山市情報公開及び個人情報保護審査会規則等の廃止） 

２ 次に掲げる規則は，廃止する。 

（１） 岡山市情報公開及び個人情報保護審査会規則（昭和６３年市規則第６２号） 

（２） 岡山市情報公開及び個人情報保護審議会規則（昭和６３年市規則第６３号） 

附 則（平成１２年市規則第１６２号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年市規則第２４５号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１４年市規則第１３５号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１５年市規則第１５２号） 

この規則は，平成１５年１１月４日から施行する。 

附 則（平成１７年市規則第２７８号） 

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年市規則第３４８号） 



この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年市規則第１６号） 

この規則は，平成１９年１月２２日から施行する。 

附 則（平成２０年市規則第２８号） 

この規則は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年市規則第１１号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年市規則第１９６号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年市規則第１０４号） 

この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年市規則第７７号） 

この規則は，平成３１年７月１日から施行する。 

附 則（令和２年市規則第１４１号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（令和３年市規則第６８号） 

この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年市規則第７９号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（令和８年市規則第２号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の岡山市情報公開条例施行規則第９条並びに別表第１及び別表第２の規定は，

この規則の施行の日以後にされた開示請求から適用し，同日前にされた開示請求につい

ては，なお従前の例による。 

別表第１（第９条関係） 

公文書の種別 開示の実施方法 金額 



文書，図画又は写

真 

用紙に複写したものの交

付 

白黒１面につき １０円 

カラー１面につき ５０円 

スキャナにより読み取っ

てできた電磁的記録を記

録媒体に複写したものの

交付 

記録媒体の費用に，読み取ってできた電磁的記

録１ページにつき１０円を乗じて得た額を加

えた額 

電磁的記録等 電磁的記録等を用紙に出

力したものの交付 

白黒１面につき １０円 

カラー１面につき ５０円 

ページ数がある電磁的記

録等を記録媒体に複写し

たものの交付 

記録媒体の費用に，電磁的記録等のページ数に

１０円を乗じて得た額を加えた額 

ページ数がない電磁的記

録等を記録媒体に複写し

たものの交付 

記録媒体の費用に，電磁的記録等のファイル数

に２１０円を乗じて得た額を加えた額 

電子情報処理組織で一定

期間公開する方法によっ

て行うもの 

開示する電子ファイルのページ数に１０円を

乗じて得た額 

備考 

１ 写しを用紙の両面に複写又は出力して作成する場合については，片面を１面とし

て計算する。 

２ 用紙に複写又は出力したものを交付する場合は，日本産業規格A列３番までの用紙

を用いるものとする。ただし，これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数

は，日本産業規格A列３番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。 

３ 写しの交付に用いる記録媒体は，実施機関が用意するものとする。 

４ 記録媒体の費用は，次のとおりとする。 

種別 金額 

CD―R（１枚７００メガバイトのもの） １枚につき １００円 



DVD―R（１枚４．７ギガバイトのもの） １枚につき １２０円 

その他実施機関が特に認める記録媒体 当該記録媒体の実費に相当する額 

５ 写しの作成等に際して特別の措置を要する場合は，当該措置に要する費用に相当

する額を徴収する。 

別表第２（第９条関係） 

写しの送付方法 金額 

郵送 郵便料金相当額 

ファクシミリ 片面１枚につき １０円 

備考 写しの送付に際して特別の措置を要する場合は，当該措置に要する費用に相当す

る額を徴収する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第２号の２（第４条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第４号の２（第４条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

様式第６号（第８条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

 


